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山梨県食の安全･安心推進計画の目標の達成等の状況 

 

１ 「生産」から｢消費｣に至る食品の安全性の確保 

☆数値目標１ エコファーマー認定者数 

目 標：７，８００人 (H26) 

推 移：７，５２２人（H23） → ６，８３３人（H28見込み） 

【分析】平成２５年度までは微増を続けたが、以降は、農業者の高齢化により認

定更新を行わないことなどにより、伸び悩んだと考えられる。 

【課題】更新認定の推進のためには、今後、認定手続きの簡略化について検討す

る必要がある。 

  

☆数値目標２ ＧＡＰ(農業生産工程管理)の導入産地数  

目 標：２４産地 (H26) 

推 移：１２産地（H23） → ３４産地（H28見込み） 

【分析】ＧＡＰの導入を希望する農協や営農集団等に対し導入に向けた指導･支

援を行い、ＧＡＰ導入に要する経費を補助事業を活用したため、目標値を

達成することができた。 

【課題】今後は、既導入産地に対する活動支援が必要。 

 

☆数値目標３ 食品等事業者、従事者を対象とした食品衛生講習会等への受講者数 

目 標：延べ５０，０００人 (H24～28) 

推 移：延べ４９，２１２人（H19～23） → ４５，０００人 

（H24～28見込み） 

【分析】営業許可施設数が減少していることや、臨時開催すべき講習会があまり

なかったことにより目標まで達しなかった。 

【課題】今後、自主衛生管理の意識を高めるためにも、各事業所内で独自の研修

会ができるよう人材育成していくことが重要。 

 

☆数値目標４ 栄養士、調理師、食生活改善推進員等を対象とした 

研修会への参加者数 

目 標：３，８００人／年（H28） 

   推 移：３，４９２人／年（H23） →  ４，０００人／年（H28見込み） 

【分析】各保健所において実施する各研修会は、例年並みの実績であったが、食

生活改善推進員に対する研修が多く、参加者数も増えた。 
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【課題】食生活改善推進員については、会員が減少していること、高齢化が進ん

でいることから、研修会等への大勢の参加は難しい状況になってきている。

また、調理師会、栄養士会とも会員数は減少しており、魅力的、実用的な

研修会内容の検討と目標人数の設定の検討が必要。 

 

☆数値目標５ 食品衛生監視指導計画に基づく監視率 

目 標：１００％／年（H24～28) 

推 移：１０１％／年（H19～23） → １００％（H24～H28見込み） 

【課題】計画的な実施。効果的な監視を行うため、引き続き計画に基づいて実施

することが重要。 

 

☆数値目標６ 人口 10万人あたりの食中毒患者発生数 

目 標：２２人／年（各年度） 

推 移：２８人／年（H23） → ３０人／年（H28見込み） 

【分析】ノロウイルスによる食中毒患者が半数近くを占めているほか、ウェルシ

ュ菌、黄色ブドウ球菌、カンピロバクター、植物性自然毒による様々な食

中毒の発生がみられた。 

【課題】年度により発生状況は異なっており、引き続き食中毒予防のための監視

指導、講習会の開催、県民への情報提供に努める必要がある。 

 

☆数値目標７ 学校給食を原因とする食中毒の発生件数 

目 標：  ０件／年（H24～28) 

推 移：０．２件／年（H19～23）→ ０件（H28見込み） 

【課題】発生すると、被害や影響が大きく、今後も継続して監視指導を行う必  

要がある。 

 

☆数値目標８ 特定給食施設等に対する監視・指導の実施率 

目 標：５０．０％ (H28) 

推 移：４３．３％（H23） →  ５０．０％（H28見込み） 

 【分析】各保健所においては、個別指導巡回の対象とする施設は年度当初に計画

を立てて対応している。実施率の達成に向け、施設種別ごとに行う研修会

（集団指導）等で情報の提供を行うなど対応した。 

給食施設の指導には、個別（巡回）と集団（研修会等）があり、広く周

知すべきものは集団で対応するなどしているため、指導の実施率として数

値に表わしにくい。 
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【課題】平成 27年度より健康増進を目的とする給食施設において、「肥満とやせ

の者の割合が基準年（H26）より 5%増加している施設」に対し指導するこ

ととなっているため、どのように指導していくかが課題。 

 

☆数値目標９ 残留農薬の収去検査結果の不適正件数 

目 標：０件／年（H24～28） 

推 移：０件／年（H19～23) → ０件／年（H24～28) 

【課題】違反品の流通がないよう検査を継続する必要がある 

 

☆数値目標１０ 残留動物用医薬品の収去検査結果の不適正件数 

目 標：０件／年（H24～28） 

推 移：０件／年（H19～23) → ０件／年（H24～28)  

【課題】違反品の流通がないよう検査を継続する必要がある 

 

☆数値目標１１ 残留農薬調査の実施検体数 

目 標：３０検体／年（各年度） 

推 移：３０検体／年（H23） →  ３０検体／年（H28見込） 

【分析】農薬の適正使用が徹底され、飛散防止の防除体系が確立されていること

が確認できた。 

【課題】農薬の使用方法の変更登録が順次行われているため、今後も残留農薬基

準値超過の発生を阻止するため、本検査を継続していくとともに、農薬使

用者への周知・指導を徹底していく必要性がある。 

 

 

（２）食品等の信頼性の確保に向けた食品表示の一層の適正化及び情報提供の促進 

 

☆数値目標１２ 食品表示合同調査による食品の適正表示実施率 100%の 

広域的店舗の割合 

目 標：９５％以上 (H28) 

推 移：９０．１％（H23） → １００％（H28見込） 

【分析】合同調査は、年 4回実施しており、各店舗の食品表示への意識が高ま

り、適正な表示の実施がされていると考えられる。適正食品表示実施施

設率が 100％となり、広域的店舗においては、適正な食品表示がなされ

ている。 

【課題】継続して調査をするとともに、広域的店舗に加え、地域店舗への食品
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表示の周知、調査の強化を図る必要がある。 

 

☆数値目標１３ 食品表示合同調査による食品の適正表示実施率 100%の 

地域店舗の割合 

目 標：８５％以上 (H28) 

推 移：７７．６％ (H23)  → ８０％（H28見込） 

【分析】地域的店舗への合同調査は、毎年実施しているものの、まだ食品表示

への認識不足が見られ５年では目標に届かなかった。 

【課題】規模の小さい商店等も含まれ、地域店舗では、表示の認識不足がみら

れる。農務事務所、保健福祉事務所と消費生活安全課が連携して調査

を実施するとともに、食品表示法等の周知方法についても考える必要

がある。 

 

☆数値目標１４ 食品表示に関する説明会への参加者数 

目 標：延べ４，０００人 (H24～28) 

推 移：６７３人／年（H23） → ５，７００人／年(H24～28見込) 

【分析】食品表示法の施行に伴い、食品表示法説明会を開催した。食品表示に関

しては、関心を持っている人が年々増えており、この目標を達成できたと

考えられる。 

【課題】現在は、食品表示法の猶予期間であり、平成３２年度の移行期間までは

説明会を通じて周知を行っていく必要がある。 

 

 

（３）食の安全・安心の確保に向けた取り組みに対する県民の参加促進  

     

☆数値目標１５ 広域的店舗における原産地に関する詳細な情報提供の実施率 

目 標：８０％以上 (H28) 

推 移：－ (H23) → ８０％以上 (H28見込) 

【分析】調査品目によって、原産地の詳細な情報提供の実施率に差がある。H27

に実施した 18種類の調査品目では、８３％に達した。 

【課題】調査を食品ウォッチャーにお願いしているため、調査員の質の向上、均

一性を図っていく必要がある。引き続き、周知、指導を実施していく。 

 

☆数値目標１６  地産地消サポーター登録者数 

目 標：１，５００人（H26) 
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推 移：１，３６３人（H23） → １，５２６人(H26) 

【分析】計画の目標は達成。これまでの取り組みにより「地産地消」に対する  

県民の認知は進んだものと考えられる。 

【課題】県民全体で地産地消を実践する方策の検討が必要。 

 

☆数値目標１７ 食品表示ウォッチャーからの報告件数 

目 標：３，５００件／年（H28） 

推 移：２，９５５件／年（H23） → ４，９１０件(H28見込) 

【分析】研修会において報告件数の具体的な目安を示し、報告書の書き方等丁寧

に説明し、1 枚に報告をより多く書いてもらえるよう説明した。報告書を

見直すことによって、報告件数が増加したのが大きな要因である。 

【課題】今後は、件数に加え報告の中身も充実したものをもらえるよう、より一

層研修をしていく必要がある。  

 

☆数値目標１８ 学校給食における地場産物の使用割合(食材ベース) 

目 標：３０％以上（H28） 

推 移：２４．３％（H22） → ３０％(H28見込) 

【分析】大量確保、費用等、地場産物活用を推進するには課題もある中で、取り

組みやすい地域や学校とそうでない所がある。また、その年の天候により

使用量の多い、少ないが出てくるが、地場産物を活用して学校給食の教育

的効果を高めようという意識が向上していたり、地場産物を購入するため

の体制作りが進んでいる地域や学校が増えてきている。 

各研修会を通して、地場産物の活用の推進を図ることで、使用割合の向

上が期待できる。 

【課題】地域や学校に対し、継続した地場産物の使用や体制づくりの構築を促進

していく必要がある。  

 

☆数値目標１９ リスクコミュニケーションの機会への参加者数 

目 標：１，０００人／年 (H28)  

推 移：  ８７０人／年（H23） → １，３０５人(H28見込) 

【分析】食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションへの参加者は、年々

増加しており、H27も 1,000人を超えることとなった。食品表示や食の安

全・安心、食育への関心が増していると考えられる。計画策定後、計画の

周知を始めとして、条例・食品表示法・食の安全・食育等さまざまな内容

に取組み、県民の参加促進を行ってきた。 



 

- 6 - 

【課題】今後は、リスクコミュニケーション開催日決定後、速やかに周知活動を

行い、より多くの県民に参加してもらえるよう実施していく必要がある。 

  

☆数値目標２０ 食育推進ボランティアの登録者数  

目 標：５，６００人 (H28) 

推 移：５，１８２人（H23） → ５，６００人以上(H28見込) 

【分析】県食生活改善推進員連絡協議会、学生、農業関係者などが登録している。

全体の７割以上が、毎年県食生活改善推進員であり料理教室の開催などに

尽力してきた。H27 は県食生活改善推進員が減少しているが、学生（卒業

生）が卒業後２年間ボランティア活動者として登録されるため増加した。 

【課題】今後は、数値目標も含めて、食生活改善推進員以外の新たな人材、例え

ば学生等の新規登録者を増やして裾野を広げていく必要がある。 

 

 

（４）食の安全・安心を脅かす新たな問題への迅速かつ適切な対応  

 

☆数値目標２１ 県民からの食の安全・安心に関する意見提出数 

目 標：延べ２５件(H24～28) 

推 移：－ → 延べ９５件(H24～H28見込) 

【分析】H27 は計画に係るパブリックコメントや施策の策定等に係る提案がな 

かった。食の安全・安心推進計画策定時には意見があったが、その後意見

提出が特になかった。 

【課題】件数を今後も指標とするかを検討する必要がある。 

 

☆数値目標２２ 食品の安全性に関する情報提供件数(県ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数) 

目 標：１０，０００件／年 (H28) 

推 移： ９，１７３件／年 (H23)  → ３１，１００件(H28見込) 

【分析】食品の安全に係る情報窓口として周知されてきた。特に近年は、機能性

表示食品の普及や食品の自主回収等がありアクセス数が増えたのではな

いかと考えられる。食の安全性に関する情報提供については、迅速に対応

できていると考えられる。 

【課題】平成 25 年 3 月、情報を一元化した「食の安全・安心ポータルサイト」

を作ったので、ここへのアクセス数を今後増やしていけるよう検討する必

要がある。 


